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飼料添加物に関する食品健康影響評価指針に関する審議結果(案)についての意見・情報の募集
結果について 

 
１．実施期間 令和３年３月３日～令和３年４月１日 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
３．提出状況 1 通 
４．頂いた意見・情報及び食品安全委員会の回答 
 

※頂いたものをそのまま掲載しています。 

 

 頂いた意見・情報 食品安全委員会の回答 

１ ・薬剤や添加物を与えなければならない、ある

いは成長を促進するために薬剤を投与するよ

うな家畜は自己免疫力が落ちています。そのよ

うな「不健康な育て方をされた家畜」を食する

ヒトも不健康になりかねません。それは、現在

の科学では解明されていなくてもリスクがあ

ることは想定されます。そのような人工物を与

えず、のびのびと育てることを推進させるため

にも、人工物の投与は原則禁止すべきです。 

・また、家畜そのものへの「添加物や薬剤、

残留農薬の複合影響」も全く考慮されていませ

ん。国際的に無視して構わないと言われている

からとか、評価方法が確立されていないなどと

言い訳を言っていないで、早急に複合影響を見

極めてください。複合影響がわからないまま、

これからも単品で次から次に使用が認められ

ていくと、家畜もそれを食するヒトも病んでい

くのではないかという不安がつきまといます。 

・安全係数については、基本を１００とし、

状況により追加したりするとのことだが、添加

物等のトータルの種類や量が増えている現状、

複合影響を見ないというのであれば、基本の数

字を１０００に設定し、安全を図るべきではな

いか？ 

食品安全委員会は、国民の健康の保護が最

も重要であるという基本的認識の下、規制や

指導等のリスク管理を行う関係行政機関か

ら独立して、科学的知見に基づき客観的かつ

中立公正に食品に含まれる可能性のある危

害要因が人の健康に与える影響について食

品健康影響評価を行っています。食品の安全

については、食品を摂取することによる国民

の健康への悪影響が未然に防止されること

が必要です。食品安全委員会は、このような

考え方の下、引き続き、その時点において到

達されている水準の科学的知見に基づいて

食品健康影響評価を行ってまいります（食品

安全基本法第５条、第１１条第３項）。 

安全係数については、種間及び個体間の差

異を考慮し、100を基本としていますが、こ

れは不変のものではなく、毒性の特性、試験

成績等を踏まえて設定することになってい

ます。肥料・飼料等専門調査会においても、

追加の安全係数を採用した事例があります。 

複数の化合物へのばく露については、現段

階では 、JECFA（FAO/WHO合同食品添加物専

門家会議）やJMPR（FAO/WHO合同残留農薬専

門家会議）において、複数の化合物へのばく

露に対するリスク評価手法について検討す

ることとされていることから、引き続き、最

新の情報収集に努めてまいります。 

飼料添加物の使用に関する御意見は、リス

ク管理に関するものと考えられることから、

厚生労働省及び農林水産省へお伝えします。 


